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人間社会で動物は一番弱い立場にいる。
動物が大切にされる社会でなければ人間も幸せになれるはずがない

杉本彩さんと会長の対談
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どの窓口かわからない場合でも、
まずは、兵庫県弁護士会まで
お電話ください。
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■まず、ありのままの事実を知ること

津久井　シンポジウムに先立ち、神戸市北区のしあわせ
の村の中にオープンした「こうべ動物共生センター」への
視察にご一緒させていただきました。保護されていた犬も
猫も、杉本さんにはすぐになついてましたね。人に警戒心
の強い犬も杉本さんにはすぐ打ち解けていた、と職員さん
も驚いていました。

杉本　人間は空気を読むのが苦手な人もいますが、動物
って人の気を読むんですよね。人間がどうしようとしている
のか察知できるんです。私の方も、動物のしっぽの動き方
を見れば「あ、この子はリラックスしているな。警戒してい
るな。」というのは、すぐ分かります。まず互いを知ることが
コミュニケーションの前提です。

津久井　漫画『しっぽの声』は、ビックコミック・オリジナル
で連載が始まった時から読んでます。担当副会長は全巻大
人買いして読みました。動物の殺処分、生体展示販売の残
酷さ、繁殖業者等の虐待などをテーマにした問題提起の作
品ですが、第１話からとてもショッキングな描写でした。どう
いう経緯でこの作品に協力をすることになったんですか。

杉本　ＥＶＡ主催の啓発イベントにご参加された小学館
の編集長さんが「活動に共鳴した。いつか仕事として発信
したい。そのときは一緒に頑張りましょう」と熱い声を掛
けて下さったんです。２年越しで企画を練った上で協力
依頼がありました。原作の段階から関わって、毎号アドバ
イスをさせていただいています。虐待の実態の部分は確
かにショッキングに思われるかも知れません。でも、ぜん
ぜんデフォルメなどはなく、ありのままのリアルな事実を
モチーフにしています。

■EVAの精力的な活動

津久井　「ＥＶＡ」という団体名は杉本さんがご自身で考
えて付けたお名前だそうですね。

杉本　ええ。ラテン語で「命あるもの」という意味です。
「Every animal on Earth has a right to live」というのは
後付けです（笑）。「動物環境・福祉協会」という言葉も、動
物の福祉（アニマルウェルフェア）の向上が絶対に必要だと
いう理念があって付けました。動物に対する福祉の水準が
高ければ、人間の福祉も高水準に違いないと思うのです。

津久井　ＥＶＡではどんな活動をなさっているんですか。

杉本　社会に対する啓発活動を中心に、動物愛護管理
法の改正に向けた政策提言や、虐待事案における告発や
情報発信などを行っています。たとえば、動物愛護管理法
44条1項で定めている動物殺傷の罪の厳罰化を求めてロ
ビー活動も積極的に行ってきた結果、これまで「２年以下
の懲役又は200万円以下の罰金」だったものが「５年以下
の懲役又は500万円以下の罰金」と倍以上の重さになり
ました。44条2項の動物虐待の罪の中には1年以下の懲
役も加わることになりました。この改正法は令和2年6月１
日から施行されています。

津久井　すごいですね！そういえば、全国初とされる兵庫
県警の「アニマルポリスホットライン」も杉本さんが関わっ
ていると聞きました。

杉本　十三の映画館で、ある動物愛護をテーマにした映
画の上映会があり、お越しになっていた兵庫県議の先生
が、動物虐待事件を捜査するアニマルポリスが必要とい
う私の話を聴いて「兵庫県でもアニマルポリスを作りま
す！」と会場で発言されました。それをきっかけに、県知事
とも会うことになり、一気に創設となりました。でも、まだ
電話相談窓口（アニマルポリスホットライン）が設置され
ただけで、積極的な取り締まり活動につながっていないの
が現状です。制度をつくるだけではダメです。一歩進んで
は一歩後退、簡単なことではありません。

津久井　そこまで杉本さんを突き動かす思いは何なので
しょう？

杉本　私も以前は、個人的な保護活動をしていたんです。
東京では、飼い主のいない猫を保護し、不妊・去勢手術を
したあと譲渡活動を行っていました。私は身近でできる
活動はやり尽くしたと自負しています。でも、2005年に広
島のドッグパークが破綻し数百匹もの犬が放置され、無残
にも餓死・共食い・病死等が発生する事案が起きました。
私はそのとき、事業者の構造や流通の仕組み、動物の大
量生産等の大きな仕組みに根源的な問題があること、そ
の背景として法律や制度が甘すぎることを知りました。そ
こで、社会の根本的な原因に取り組んでいかなければな
らないと気付き、自分の社会的役割を考えて啓発活動を
中心に据えました。活動に取り組みながら、一人では太刀
打ちできないと分かり、組織をつくることにしました。

■弁護士への期待

津久井　ＥＶＡでは動物の保護活動などは行っていない
とのことですが、啓発に止まらず、大阪で飼い猫に大やけ
どを負わせた虐待事案では告発をされ、不起訴処分後は
検察審査会に嘆願書の提出を呼び掛けたり、起訴相当
の議決が出たことを積極的に社会発信したりするなど、具
体的な事案にも深くコミットされていますね。

杉本　せっかく法律が改正されたのに、それがきちんと
反映されなければ厳罰化の意義を損なうことになります。
この件の議決書には「猫を飼うということは新たな家族を
迎え、その命を預かるということであり、その命は人間の
命と何ら変わらない。」という一文があります。私は、人間
の社会で一番弱い立場にいる動物の命が守られなけれ
ば、人間が幸せになれるはずがないという強い思いを持っ

ています。今回、司法の手続きの中で私たちと同じ温度感
で理解を示して下さったこの言葉に感動し、私は涙が止ま
りませんでした。弁護士の方々にも大事な局面で適宜アド
バイスやお手伝いをいただいて本当に感謝しています。

津久井　弁護士に対してどんなイメージをお持ちですか。

杉本　正直、敷居が高いという印象を持っていました。芸
能活動をしていたときには弁護士さんにお目にかかる機
会もほとんどありませんでしたし。でも、動物保護に関わ
るようになって、告発状を作成するにも、具体的な虐待事
案にコミットするときにも、法改正のポイントを理解する上
でも、弁護士さんの力が必要となります。以来、密にお付
き合いをするようになりました。でも、社会活動はいくら活
発に展開してもお金にはなりません。弁護士の先生方の
善意に頼っている面もあって、そこが悩みでもあります。細
川敦史先生はいつも力になって下さり、とても心強い存在
です。感情的に考えがちな私たちに、弁護士は常に冷静
に助言をするという固定観念を持っていましたが、細川先
生に出会って、心の中の思いや温度感にも共感をしてくれ
る弁護士もいるんだと知りました。

津久井　弁護士へのメッセージがあればお聞かせ下さい。

杉本　法改正は簡単なことではありませんが、作れば良
いというものではなく、法令を遵守していない事業者に、
指導、勧告、改善命令や業務停止、登録取消し等の行政
処分など、厳格な運用がされなければ変わりません。それ
でも解決しなければ法律の専門家である弁護士の力が絶
対に必要です。弁護士の方々には、人生をかけて社会の
ために活動している人々がいることを知って欲しいし、誠
実に頑張っている人の力になって欲しいと思います。

（対談日　2021／9／23）

女優の杉本彩さんは、ダンサー、実業家、作家など多彩な活躍をしていること
は周知の通りだが、自ら立ち上げた公益財団法人動物環境・福祉協会Ｅｖａの
理事長を務めている。啓発活動で全国を駆け回り、動物愛護管理法等の改正
にも深く関わっている（著書『動物は「物」ではありません！』：法律文化社、『そ
れでも命を買いますか？』・『動物たちの悲鳴が聞こえる』：ワニブックスＰＬＵ
Ｓ新書）。今般、兵庫県弁護士会主催の市民シンポジウム『人と動物の共生社
会をめざして』にお招きし、動物殺傷・虐待の生 し々い実態や、あるべき法制度
について語っていただいた。この機会に弁護士へのメッセージを頂戴した。
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　杉本彩さんをお招きするシンポジウムは、前年度以来の悲願でしたが、こうして実現できて嬉しく
思います。私は災害を中心に会務活動に取り組んできましたが、ペットと共に避難することの難しさ、
災害で共生が失われる悲しみ、あるいは、2010年の口蹄疫禍や2011年の福島原発事故で犠牲にな
った家畜等の命の問題などに向き合った経験を想起しました。杉本さんには、命を大切する基本的
な意義をあらためてご教示いただき、感謝しています。これを機に、人と動物の共生の視点から様々
な法的課題を考えていきましょう。

ご挨拶　兵庫県弁護士会　会長　津 久 井　進　


